
 

 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年１１月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４門第３５号 

事故等種類 衝突（岸壁） 

発生日時 平成２６年２月１３日 １０時０１分ごろ 

発生場所 山口県防府市三田
み た

尻
じり

中関
なかのせき

港中関２号岸壁 

防府市所在の中関灯台から真方位０６３°１,８４０ｍ付近 

（概位 北緯３４°００.４′ 東経１３１°３３.７′） 

事故等調査の経過  平成２６年３月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

引船 かいた丸、１９４トン 

 １３５２９４、宇部ポートサービス株式会社（船舶管理人） 

 乗組員等に関する情報 船長、三級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 左舷船首外板に擦過傷、左舷船首上甲板上のフェンダー取付け

箇所に破口 

岸壁  上部に欠損、車止めに破損（約３０ｍ） 

 事故等の経過  本船は、船長ほか３人が乗り組み、喫水が船首約２.５５ｍ、船尾

約３.２１ｍにより、三田尻中関港中関２号岸壁（以下「本件岸壁」

という。）に着岸するため、操舵室において、船長が１人で操船して

いた。 

 船長は、本件岸壁との距離が約２００ｍの所で速力を落とすため、

主機の回転数毎分（rpm）を約４００に下げたところ、電力を供給し

ていた右舷主機駆動発電機が停止し、電源を喪失した。 

 本船は、操縦不能となり、平成２６年２月１３日１０時０１分ご

ろ、約２～３ノットの対地速力により、本件岸壁に衝突した。 

 本船は、電源喪失から数秒後に補助発電機が自動で運転を開始した

が、電力が自動で供給されなかったので、機関長が配電盤の気中遮断

器を手動で操作し、電源を復旧した。 

 本船は、本件岸壁に衝突したときとほぼ同時に電源が復旧したの

で、船長が、後進して本件岸壁から離れ、関係機関に本事故の発生を

連絡した。 

（付図１ 推定航行経路図、付表１ ＡＩＳ記録（抜粋） 参照） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力  ３、視界  良好 

海象：潮汐  下げ潮の初期 

 その他の事項   本船は、右舷主機で発電しており、主機の低速運転を行うときはオ

メガクラッチを使って主機の回転数を一定に保持していた。 



 

 

オメガクラッチの取扱説明書には、主機が４２０～４５０rpm の間

は、オメガクラッチが１速から２速に切り替わる不安定回転域のた

め、注意するように記載されていた。 

本船では、本事故後、電源喪失テストを３回行ったが、全て補助発

電機が自動復旧し、電力は供給された。 

ＡＩＳ記録によれば、１０時０１分２４秒の船首方位の値が、利用

不可を示す表示となっていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし 

あり 

なし 

本船は、三田尻中関港の本件岸壁に着岸する際、船長が主機の回転

数を下げたところ、電力を供給していた右舷主機駆動発電機が停止し

たことから、電源を喪失して操縦不能となり、本件岸壁に衝突したも

のと考えられる。 

右舷主機駆動発電機は、主機が、不安定回転域に近い回転数で運転

されたことから、停止した可能性があると考えられるが、その詳細を

明らかにすることはできなかった。 

また、本事故時、補機が運転を開始した際、電力が自動で供給され

なかったことについては、その要因を明らかにすることはできなかっ

た。 

原因  本事故は、本船が、三田尻中関港の本件岸壁に着岸する際、船長が

主機の回転数を下げたところ、電力を供給していた右舷主機駆動発電

機が停止したため、電源を喪失して操縦不能となり、本件岸壁に衝突

したことにより発生したものと考えられる。 

参考 船舶所有者は、本事故後、所有船舶に対して、毎月１回の電力喪失

及び自動復旧テストを行い、港内では主機発電を使用しないように指

示した。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・出入港時は安定した電力供給ができる発電機を使用すること。 

・主機駆動による発電機を使用する場合は、主機の不安定回転域で

の使用を控えること。 

  



 

 

 



 

 

付表１ ＡＩＳ記録（抜粋） 

 

時刻 

（時-分-秒） 

対地速力 

(kn) 

北緯 

（度-分-秒） 

東経 

（度-分-秒） 

対地針路 

（°） 

船首方位 

（°） 

 10:00:04 10.9 034-00-15.1 131-33-37.9 036.1 036 

 10:01:24 2.3 034-00-26.0 131-33-42.9 005.3 511 

 10:02:11 0.2 034-00-26.3 131-33-43.0 048.4 001 

（注）船位は、船橋上部に設置された GPS アンテナの位置である。 

 


